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令和４年度１月 日置市農業委員会総会議事録 

 

令和５年１月２７日、日置市農業委員会会長馬塲惠三郎は、令和４年度１月総会を日置市中央公民館３階

研修２・３に召集した。 

 

〈 会議に付した議案 〉 

 議案第６１号 農地法第３条許可申請書審議について                  （ ５件） 

議案第６２号 農地法第４条許可申請書審議について                  （ ２件） 

議案第６３号 農地法第５条許可申請書審議について                  （ ５件） 

議案第６４号 非農地証明願出書審議について                     （ ２件） 

議案第６５号 荒廃農地に係る非農地判断審議について                 （ １件） 

議案第６６号 農用地利用集積計画審議について                    （６２件） 

議案第６７号 農業振興地域整備計画の全体見直しによる変更審議について        （ １件） 

 

 

〈 出席委員 〉（１９人） 

 １番 馬塲 惠三郎 (会長・議長)   ２番 奥 和俊        ３番 池畑 正治 

 ４番 日髙 格一           ５番 迫 千穗子       ６番 重水 賢治 

 ７番 馬場 五男           ８番 山口 義廣       ９番 野元 政博 

 １０番 楠 眞憲           １１番 東 芳男       １２番 横山 義晴 

１３番 地頭所 忠一         １４番 池田 初男      １５番 今屋 政市 

１６番 黒葛 クルミ         １７番 今村 壽久      １８番 末永 義弘 

１９番 春成 勝美 

 

 

〈 欠席委員 〉（０人） 

   

 

〈 出席推進委員 〉（１５人）  

２０番 佐藤 洋三   ２１番 東峯 満    ２２番 松崎 秀樹   ２３番 下池 健悟 

 ２４番 本村 敏英   ２５番 松崎 弘安   ２６番 瀧聞 隆男   ２７番 中玉利 一朗 

２８番 鳩野 哲盛   ２９番 檜物 茂広   ３０番 西園 賢一郎  ３１番 鶴田 浩志 

３２番 田中 宏和   ３３番 藤﨑 善行   ３４番 永野 彰一 

 

 

〈 欠席推進委員 〉（０人） 

  

 

〈 事務局等出席者 〉 

農業委員会事務局 

事務局長    東  浩文     次長兼農業振興係長  吉冨  良一 

農地調整係長  小園 和仁     農業振興係      立和名 いづみ 

農地調整係   石塚 健一 



2／11 

( 開会 ９時００分 ) 

会長   ただいまから、令和４年度１月定例総会を開会します。 

  本日の出席委員は１９名中１９名で、農業委員会等に関する法律第２７条第３項に規定する過半数

を満たしておりますので、総会は成立しております。 

また、農地利用最適化推進委員が１５名出席しております。 

      それでは、総会議事日程に従いまして、進行させていただきます。 

 

会長   まず、日程第１、議事録署名委員の指名を行います。日置市農業委員会総会会議規則第１３条の規

定により、議事録署名委員として、１０番「楠 眞憲」委員と１１番「東 芳男」委員を指名させて

いただきます。 

 

会長   次に、日程第２、議案第６１号「農地法第３条許可申請書審議」を議題とします。 

   事務局の説明を求めます。 

事務局  １頁の５件です。 

    番号１の権利種別は所有権移転、権利取得後の経営面積は３，８５１㎡、作物は水稲です。 

     番号２の権利種別は所有権移転、権利取得後の経営面積は２３１㎡、作物は野菜です。 

番号３の権利種別は所有権移転、権利取得後の経営面積は２，６９５㎡、作物は野菜です。 

番号４の権利種別は所有権移転、権利取得後の経営面積は８，５４７㎡、作物は水稲です。 

     番号５の権利種別は所有権移転、権利取得後の経営面積は３，３８５㎡、作物は牧草です。 

     以上、計５件、権利取得後の経営面積は下限面積以上であり、農地法第３条第２項各号に該当しな 

いので、許可要件を満たしていると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   現地調査委員の報告をお願いします。 

２５番  議案第６１号の番号１について報告いたします。 

令和５年１月２１日、私と正の馬塲会長は、申請人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

農地の現況は、耕作中の農地です。 

農地の効率的耕作が認められるか否かについては、認められます。 

権利を取得する人の種別は、自然人です。 

農作業に常時従事すると認められるか否かについては、常時従事すると認められます。 

周辺農地に支障発生のおそれがあるか否かについては、生じるおそれがあると認められません。 

総論としまして、農地法第３条第２項各号に該当しないので、許可相当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

２番   議案第６１号の番号２について報告いたします。 

令和５年１月２１日、私と副の下池委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

農地の現況は、草刈等で耕作できる農地です。 

農地の効率的耕作が認められるか否かについては、認められます。 

権利を取得する人の種別は、自然人です。 

農作業に常時従事すると認められるか否かについては、常時従事すると認められます。 

周辺農地に支障発生のおそれがあるか否かについては、生じるおそれがあると認められません。 

総論としまして、農地法第３条第２項各号に該当しないので、許可相当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

５番   議案第６１号の番号３について報告いたします。 

令和５年１月２１日、私と副の野元委員は、申請人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

農地の現況は、草刈等で耕作できる農地です。 

農地の効率的耕作が認められるか否かについては、認められます。 
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権利を取得する人の種別は、自然人です。 

農作業に常時従事すると認められるか否かについては、常時従事すると認められます。 

周辺農地に支障発生のおそれがあるか否かについては、生じるおそれがあると認められません。 

総論としまして、農地法第３条第２項各号に該当しないので、許可相当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

１７番  議案第６１号の番号４について報告いたします。 

令和５年１月２１日、私と副の瀧聞委員は、申請人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

農地の現況は、耕作中の農地です。 

農地の効率的耕作が認められるか否かについては、認められます。 

権利を取得する人の種別は、自然人です。 

農作業に常時従事すると認められるか否かについては、常時従事すると認められます。 

周辺農地に支障発生のおそれがあるか否かについては、生じるおそれがあると認められません。 

総論としまして、農地法第３条第２項各号に該当しないので、許可相当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

１８番  議案第６１号の番号５について報告いたします。 

令和５年１月２０日、私と副の本村委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

農地の現況は、耕作中の農地です。 

農地の効率的耕作が認められるか否かについては、認められます。 

権利を取得する人の種別は、農地所有適格法人です。 

周辺農地に支障発生のおそれがあるか否かについては、生じるおそれがあると認められません。 

総論としまして、農地法第３条第２項各号に該当しないので、許可相当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

会長   はい、ありがとうございました。議案第６１号の全ての案件について、許可相当との報告をいただ

きました。 

議場    〔質問･意見等なし〕 

会長   質疑等ございませんので、議案第６１号の全ての案件について、許可することに賛成の方は、挙手

をお願いします。 

議場    〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。議案第６１号の全ての案件について、許可することに決定しました。 

 

会長   次に、日程第３、議案第６２号「農地法第４条許可申請書審議」を議題といたします。 

     事務局の説明を求めます。 

事務局   資料の７頁をご覧ください。２件です。 

番号１の転用目的は、一般住宅です。 

この案件については、既に転用済みですが、申請人の父が平成２５年１月に一般住宅を建築する目

的で農地転用の許可を取得し、一般住宅を建築されましたが、その後、地目の変更をせず、昨年お亡

くなりになり、今回相続人の息子が改めて申請するものです。 

番号２の転用目的は、貸駐車場です。 

以上、農地法第４条第６項各号に該当しないので、許可要件を満たしていると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   現地調査員の報告をお願いします。 

１６番  議案第６２号の番号１について報告いたします。 

令和５年１月２２日、私と副の鳩野委員は、申請人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は非農地相当です。 

農地の区分については、中山間地域に存在する農業公共投資の対象となっていない、約０．１ｈａ
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と小集団の生産性の低い農地であるので、第２種農地のその他の農地と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 

災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 

総論としまして、農地法第４条第６項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

１８番  議案第６２号の番号２について報告いたします。 

令和５年１月２１日、私と副の本村委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は草刈等で耕作できる農地です。 

農地の区分については、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められている区域

内にある農地であるので、第３種農地の都市計画用途地域内農地と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 

災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 

総論としまして、農地法第４条第６項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

会長   はい、ありがとうございました。 

議案第６２号のすべての案件について、許可相当との報告をいただきました。 

何かご質疑等は、ございませんか。 

議場   〔質問･意見等なし〕 

会長   質疑等ございませんので、議案第６２号のすべての案件について、許可することに賛成の方は、挙

手をお願いします。 

議場   〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。議案第６２号の全ての案件は、許可することに決定しました。 

      

会長   次に、日程第４、議案第６３号「農地法第５条許可申請書審議」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

事務局  資料の１０頁をご覧ください。５件です。 

     番号１の転用目的は、一般住宅、通路、権利種別は所有権移転です。 

     番号２の転用目的は、貸駐車場、権利種別は所有権移転です。 

     なお、既に転用済みのため、始末書が添付されております。 

     番号３の転用目的は、通路、権利種別は所有権移転です。 

この案件も、既に転用済みのため、始末書が添付されております。 

番号４の転用目的は、建売住宅、権利種別は所有権移転です。 

申請地に建売住宅１棟を建築するもので、令和４年８月に農用地からの除外決定済みとなっており

ます。 

番号５の転用目的は、資材置場、権利種別は所有権移転です。 

この案件については、建設課と土地利用協議について、打合中とのことです。 

以上、５件、農地法第５条第２項各号に該当しないので、許可要件を満たしていると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   現地調査員の報告をお願いします。 

２番   議案第６３号の番号１について報告いたします。 

令和５年１月２１日、私と副の下池委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 
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当該農地の現況は草刈等で耕作できる農地です。 

農地の区分については、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められている区域

から約１１５ⅿに位置する農地であり、その規模が約２．１ｈａで、１０ｈａ未満であるので、第２

種農地の市街地近接農地と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 

災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 

総論としまして、農地法第５条第２項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

７番   議案第６３号の番号２について報告いたします。 

令和５年１月２１日、私と副の檜物委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は非農地相当です。 

農地の区分については、中山間地域に存在する農業公共投資の対象となっていない、約０．５ｈａ

と小集団の生産性の低い農地であるので、第２種農地のその他の農地と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 

災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 

総論としまして、農地法第５条第２項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

８番   議案第６３号の番号３について報告いたします。 

令和５年１月２３日、私と副の瀧聞委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は非農地相当です。 

農地の区分については、都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められている区域

内にある農地であるので、第３種農地の都市計画用途地域内農地と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 

災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 

総論としまして、農地法第５条第２項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

８番   議案第６３号の番号４について報告いたします。 

令和５年１月２６日、私と副の瀧聞委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は耕作中の農地です。 

農地の区分については、土地改良事業が施工された農地であるが、集落に接続して建売住宅を建築

するので、第１種農地の集落接続施設と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 

災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 

総論としまして、農地法第５条第２項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

１２番  議案第６３号の番号５について報告いたします。 

令和５年１月２０日、私と副の中玉利委員は、申請人の立会いのもと、現地調査を行いました。 
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当該農地の現況は耕作中の農地です。 

農地の区分については、中山間地域に存在する農業公共投資の対象となっていない、約０．７ｈａ

と小集団の生産性の低い農地であるので、第２種農地のその他の農地と判断しました。 

資力・信用、他権利者の同意、行政庁との協議等については、有です。 

許可後、遅滞なく転用事業を行う見込みについては、有です。 

転用事業面積の妥当性は、妥当です。 

災害や農地・農業用用排水施設への被害の発生のおそれはありません。 

総論としまして、農地法第５条第２項各号に該当しないので、許可相当と判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

会長   はい、ありがとうございました。 

議案第６３号のすべての案件について、許可相当との報告をいただきました。 

何かご質疑等は、ございませんか。 

議場   〔質問･意見等なし〕 

会長   質疑等ございませんので、議案第６３号のすべての案件について、許可することに賛成の方は、挙

手をお願いします。 

議場   〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。議案第６３号のすべての案件については、許可することに決定しました。 

 

会長   次に、日程第５、議案第６４号「非農地証明願出書審議」を議題とします。 

     事務局の説明を求めます。 

事務局  資料の１６頁をご覧ください。２件です。 

     非農地に至った理由及び現在の状況について説明します。 

     番号１は２０年以上経過した雑種地（駐車場）です。 

番号２は２０年以上経過した公衆用道路です。 

     説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長    現地調査員の報告をお願いします。 

９番   議案第６４号の番号１について報告いたします。 

令和５年１月２１日、私と副の迫委員は、申請人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は非農地相当です。 

認定基準の該当項目は、２号雑種地で農地として利用できない土地です。 

総論としまして、非農地証明書交付要綱第３条に該当しているので非農地として証明することが相

当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

１４番  議案第６４号の番号２について報告いたします。 

令和５年１月２３日、私と副の重水委員は、申請代理人の立会いのもと、現地調査を行いました。 

当該農地の現況は非農地相当です。 

認定基準の該当項目は、２号公衆用道路で農地として利用できない土地です。 

総論としまして、非農地証明書交付要綱第３条に該当しているので非農地として証明することが相

当であると判断しました。 

以上、調査委員で意見の一致をみました。報告を終わります。 

会長   はい、ありがとうございました。議案第６４号のすべての案件について、非農地として証明するこ

とが相当であると報告をいただきました。 

何かご質疑等は、ございませんか。 

議場    〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑等ございませんので、議案第６４号のすべての案件について、非農地として証明することに賛
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成の方は、挙手をお願いします。 

議場    〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。議案第６４号のすべての案件について、非農地として証明することに決定しました。 

 

 

会長   次に、日程第６、議案第６５号「荒廃農地に係る非農地判断審議」を議題とします。 

     事務局の説明を求めます。 

事務局   １９頁をご覧ください。 

議案第６５号 「荒廃農地に係る非農地判断審議」についてであります。 

申請分となります。 

番号１は、伊集院町下神殿、登記地目は畑、登記面積は１００㎡です。現地については、事務局で

調査し、現況地目は「山林」と判断しました。 

以上、畑１筆、面積１００㎡です。 

農地法第２条第１項の農地に該当しないものとして判断することについて、ご審議よろしくお願い

します。 

会長   はい、ありがとうございました。ただいまの説明について、何かご質疑等は、ございませんか。   

議場   〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑等ございませんので、議案第６５号のすべての案件について、非農地として判断することに賛

成の方は、挙手をお願いします。 

議場   〔賛成多数〕 

会長   賛成多数ですので、議案第６５号のすべての案件について、非農地として判断することに決定しま

した。 

 

会長   次に、日程第７、議案第６６号「農用地利用集積計画審議｣を議題とします。 

     それでは、議事参与制限の案件を先に審議します。 

佐藤洋三委員が関係する案件を審議しますので、退席をお願いします。 

２０番   〔退 席〕 

会長   事務局の説明を求めます。 

事務局  ２２頁の番号２、３、４です。貸借です。面積について、田は２，７５１㎡、畑は無し、計２，７

５１㎡、うち再設定面積は無し、利用権設定件数は３件、うち再設定件数は無しです。 

本案の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号に定める要件に合致し 

ていると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   何かご質疑等は、ございませんか。 

議場    〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑等ございませんので、議案第６６号の佐藤委員が関係する利用権設定の番号２から番号４まで

の計３件の案件について、計画案どおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

議場    〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。 

議案第６６号の佐藤委員が関係する利用権設定の番号２から番号４までの計３件の案件は、計画案

どおり決定しましたので、市長へ、その旨、答申します。 

佐藤委員に着席の連絡をしてください。 

２０番   〔着 席〕 

会長   次に、横山義晴委員が関係する案件を審議しますので、退席をお願いします。 

１２番  〔退 席〕 
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会長   事務局の説明を求めます。 

事務局  ２４頁の番号１３です。貸借です。この案件につきましては、横山委員が法人の役員を務める関係 

上、議事への参与を制限いたします。 

面積について、田は４４１㎡、畑は無し、計４４１㎡、うち再設定面積は無し、利用権設定件数は 

１件、うち再設定件数は無しです。 

本案の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号に定める要件に合致し 

ていると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   何かご質疑等は、ありませんか。 

議場    〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑等ありませんので、議案第６６号の横山委員が関係する利用権設定の番号１３の案件について、

計画案どおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

議場    〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。議案第６６号の横山委員が関係する利用権設定の番号１３の案件は、計画案どおり

決定しましたので、市長へ、その旨、答申します。 

横山委員に着席の連絡をしてください。 

１２番  〔着 席〕 

会長   次に、山口義廣委員が関係する案件を審議しますので、退席をお願いします。 

８番   〔退 席〕 

会長   事務局の説明を求めます。 

事務局  ２４頁の番号１４です。貸借です。面積について、田は３，８５８㎡、畑は無し、計３，８５８㎡、 

うち再設定面積は無し、利用権設定件数は１件、うち再設定件数は無しです。 

本案の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号に定める要件に合致し 

ていると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   何かご質疑等は、ありませんか。 

議場    〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑等ありませんので、議案第６６号の山口委員が関係する利用権設定の番号１４の案件について、

計画案どおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

議場    〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。議案第６６号の山口委員が関係する利用権設定の番号１４の案件は、計画案どおり

決定しましたので、市長へ、その旨、答申します。 

山口委員に着席の連絡をしてください。 

８番     〔着 席〕 

会長   次に、東芳男委員が関係する案件を審議しますので、退席をお願いします。 

１１番  〔退 席〕 

会長   事務局の説明を求めます。 

事務局  ２９頁の番号３７です。貸借です。この案件につきましては、東委員が法人の役員を務める関係上、 

議事への参与を制限いたします。 

面積について、田は無し、畑は３８９㎡、計３８９㎡、うち再設定面積は無し、利用権設定件数は

１件、うち再設定件数は無しです。 

本案の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号に定める要件に合致し 

ていると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   何かご質疑等は、ありませんか。 
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議場    〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑等ありませんので、議案第６６号の東委員が関係する利用権設定の番号３７の案件について、

計画案どおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

議場    〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。議案第６６号の東委員が関係する利用権設定の番号３７の案件は、計画案どおり決

定しましたので、市長へ、その旨、答申します。 

東委員に着席の連絡をしてください。 

１１番   〔着 席〕 

会長   次に、春成勝美委員が関係する案件を審議しますので、退席をお願いします。 

１９番   〔退 席〕 

会長   事務局の説明を求めます。 

事務局  ３１頁の番号４５です。貸借です。この案件につきましては、借人が春成委員と農業経営が同一で

あるという関係上、議事への参与を制限いたします。 

面積について、田は無し、畑は２，０９３㎡、計２，０９３㎡、うち再設定面積は無し、利用権設 

定件数は１件、うち再設定件数は無しです 

本案の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号に定める要件に合致し 

ていると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   何かご質疑等は、ございませんか。 

議場    〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑等ございませんので、議案第６６号の春成委員が関係する利用権設定の番号４５の案件につい

て、計画案どおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

議場    〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。 

議案第６６号の春成委員が関係する利用権設定の番号４５の案件は、計画案どおり決定しましたの

で、市長へ、その旨、答申します。 

春成委員に着席の連絡をしてください。 

１９番  〔着 席〕 

会長   次に、地頭所忠一委員が関係する案件を審議しますので、退席をお願いします。 

１３番   〔退 席〕 

会長   事務局の説明を求めます。 

事務局  ３１頁の番号４６・４７、３２頁の番号５０～５３、３３頁の農地中間管理事業分の番号５、３４

頁の番号６です。貸借です。 

面積について、田は６，８９３㎡、畑は３８５㎡、計７，２７８㎡、うち再設定面積は３，９４６

㎡、利用権設定件数は８件、うち再設定件数は５件です。 

     本案の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号に定める要件に合致し 

ていると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   何かご質疑等は、ございませんか。 

議場    〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑等ございませんので、議案第６６号の地頭所委員が関係する利用権設定の番号４６、番号４７、

番号５０から番号５３、農地中間管理事業の番号５、番号６までの計８件の案件について、計画案ど

おり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

議場    〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。 
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議案第６６号の地頭所委員が関係する利用権設定の番号４６、番号４７、番号５０から番号５３、

農地中間管理事業の番号５、番号６までの計８件の案件は、計画案どおり決定しましたので、市長へ、

その旨、答申します。 

地頭所委員に着席の連絡をしてください。 

１３番  〔着 席〕 

会長   議案第６６号の議事参与制限以外の案件を審議します。 

会長   事務局の説明を求めます。 

事務局  まず、所有権移転分です。資料の２１頁です。２件とも売買です。 

面積について、田は無し、畑は２，４４６㎡、計２，４４６㎡、作物は甘藷です。 

次に、利用権設定分です。資料の２２～３２頁です。貸借です。 

面積について、田は１６，４５６㎡、畑は４２，７８１㎡、計５９，２３７㎡、うち再設定面積は

４６，８６１㎡、利用権設定件数は４１件、うち再設定件数は２９件です。 

最後に、農地中間管理事業分です。資料の３３頁～３４頁です。貸借です。 

面積について、田は２，６００㎡、畑は１，９４９㎡、計４，５４９㎡、うち再設定面積は３，３

２１㎡、利用権設定件数は４件、うち再設定件数は２件です。 

本案の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項各号に定める要件に合致し

ていると考えます。 

説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   何かご質疑等は、ございませんか。 

議場    〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑等ございませんので、議案第６６号の議事参与制限以外の案件について、計画案どおり決定す

ることに賛成の方は、挙手をお願いします。 

議場    〔賛成多数〕 

会長   賛成多数です。 

議案第６６号の議事参与制限以外の案件は、計画案どおりに決定しましたので、市長へ、その旨、

答申します。 

 

＜休憩：９時５０分～１０時００分＞ 

 

会長   次に、日程第８、議案第６７号「農業振興地域整備計画の全体見直しによる変更審議」を議題とし

ます。 

     事務局の説明を求めます。 

事務局  資料の３５ページをご覧ください。 

     本案は、農業振興地域整備計画の全体見直しに係る変更について、農業振興地域の整備に関する法

律施行規則第３条の２第２項の規定により、日置市長から意見を求められたものでございます。図面

等については、先月総会終了後に地域検討会にて確認いただいていると思いますので、本日は、産業

建設部農林水産課農政担当より、その内容について説明させていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

農政（農林水産課課長補佐） 

     それでは説明に入ります。 

昨年の夏場に農業委員会の方々にも意見を求めて計画を進めてまいりました。また日吉町土地改良

区や吹上町土地改良区にも意見を頂いて、全体見直しの集約を諮り、今回、全体見直しの結果がまと

まりましたので、報告をさせていただきます。 

主な内容としまして、除外、編入、用途区分の変更の３つになります。除外については、耕作放棄

地となった農地や非農地通知された農地を基本に、農政の担当で現地調査を行ったうえで除外の選定
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を行っております。編入については、県営整備畑地総合整備計画等の対象地の一部が対象となってい

なかったため編入しました。用途区分の変更については、現在畑で利用していた農地が、今後牛舎で

利用するとのことで、用途区分変更しております。 

以上のようなことで、全体の農用地、除外、編入、用途区分の変更について色分けし、前にも掲示

しておりますが、この地図については先月、確認を頂いていることと思います。 

面積については、資料の３６頁、３７頁をご覧ください。除外については１１７ｈａ、編入につい

ては２０．１ｈａとなっております。説明を終わります。ご審議よろしくお願いします。 

会長   はい、ありがとうございました。ただいまの説明について、何かご質疑等は、ございませんか。 

議場   〔質問・意見等なし〕 

会長   質疑ございませんので、議案第６７号農業振興地域整備計画の全体見直しに係る変更審議について、

提案どおり変更することが相当であることにご異議ございませんでしょうか。 

議場   〔異議なし〕 

会長   ご異議ございませんので、議案第６７号農業振興地域整備計画の全体見直しに係る変更審議につい

て、提案どおり変更することが相当であると決定しましたので、市長へ異議ないものとして答申しま

す。 
会長   以上で、本日のすべての審議は終了いたしました。 

閉会のあいさつを会長代理にお願いします。 

２番   令和４年度１月総会を閉会します。 

 

( 閉会 １０時１０分 ) 

                                                  

 

この議事録が真正なものと認め、ここに署名する。 

 

会 長                         

 

１０番                         

 

１１番                         

 


